
第７章 事業者登録をする 
１ 事業者登録をする 
  書類を送信するためには、「事業者申請ポータル」で事業者登録が必要です。 
  事業者申請ポータルを開き、事業者登録を行います 
 （既に事業者申請ポータルで事業者登録が済んでいる方は再度登録する必要はありません）。 
 

 

 ⑴ 事業者申請ポータル（https://saitamapref.service-now.com/csm）にアクセスしてください。 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 ⑵ 「事業者登録」をクリックし、事業者登録フォームを開き、必要項目を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政書士が代理申請する場合、会社ごとではなく行政書士として事業者登録してください。 

注）事業所ごとの登録は不要です。 
注）一つのメールアドレスにつき、 
   １事業者登録となります。 

管理者情報は、申請事務を行う担当者情報を入力
してください。 
登録後、管理者情報に入力された連絡先メール 
アドレスあてに、メールが届きます。 
 

メールアドレスの登録を間違えると、その後の 
手続ができません。 
誤って間違ったメールアドレスを登録してしま
った場合は再度事業者登録をし直してください。
メールアドレスの修正はできません。 

事業所ごとの 

登録は不要です。 

 埼玉県事業者申請ポータルを利用するには、 
 事業者登録が必要です。  
 

行政書士が代理申請する場合、事業者名は、「〇〇行政書士法人」、
「〇〇行政書士事務所」「行政書士〇〇」のように登録してください。 
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 ⑶ 利用規約を確認の上、チェックボックスをチェックし、入力内容に誤りがないことを確認し、「登

録」ボタンをクリックします。 

 ⑷ 事業者登録完了通知メールが連絡先メールアドレスあてに送信されます。 

 

 

 

 

 

 

 ⑸ メール中のパスワード設定リンクをクリックし、パスワード設定画面を開き、パスワード条件 

  に合致するパスワードを入力し、「パスワードの設定」を行います。 

 

 

 

 

 

 

※ 事業者登録・パスワードの設定の操作で不明な点は 
 下記あてに御連絡ください。 
 行政・デジタル改革課 DX 推進担当︓a2440-13@pref.saitama.lg.jp 
※ 登録送信した翌日になってもメールが届かない場合は、 
 再度、 事業者登録 をし直してください。 
 

チェックボックスをチェック 
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